
 

議 会 運 営 委 員 会 

令和 6年 6月 10日（月） 

午前 10時～ 

開議   時   分 

閉議   時   分 

全員協議会室 

 

出席者 

〔委 員〕柳楽委員長、永見副委員長、 

肥後委員、村木委員、大谷委員、三浦委員、村武委員、川上委員、芦谷委員 
〔議長団〕笹田議長、川神副議長 
〔委員外議員〕 
〔執行部〕山根総務部長、末岡総務課長、小林財政課長、森井総務管理係長 

〔事務局〕下間局長、松井次長、大下庶務係長、久保田書記 

 

議 題 

1 令和 6年 6月浜田市議会定例会議について 

⑴ 付議事件及び付託案について                 資料 1-1、1-2 

  ・請願文書表(案)                        資料 1-3 

⑵ 議会提出議案について                       

ア 発議第 4号 地方財政の充実・強化に関する意見書について    資料 1-4 

⑶ 会議予定について                                        資料 1-5 

⑷ その他                             

2 令和 6年 6月浜田市議会定例会議 陳情付託先等の確認について      資料 2 

3 浜田市議会個人情報の保護に関する条例施行規程の改正について     資料 3 

4 浜田市議会政務活動費の交付に関する規則の改正について        資料 4 

5 浜田市特別職報酬等審議会の答申結果を受けての政務活動費の見直し 

 について                           資料 5-1、5-2 

6 予算決算委員会での質疑について                   資料 6 

7 オンラインで提出された請願・陳情の取扱いについて          資料 7 

8 その他 

   ⑴ 令和 7年度議員改選に向けた議員定数に係る協議について       資料 8 
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令和 6 年 6 月浜田市議会定例会議 付議事件 

 

議案等（12 件） 

〔条例関係 7 件、工事請負契約の締結 1 件、新たに生じた土地の確認 1 件、   

町の区域の変更 1 件、市道路線の認定 1 件、補正予算 1 件〕 

  

議案第 36 号 浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例について 

議案第 37 号 浜田市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第 38 号 浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第 39 号 浜田市スポーツ推進審議会条例及び浜田市資料館運営協議

会条例の一部を改正する条例について 

議案第 40 号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例について 

議案第 41 号 浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 42 号 浜田市公共下水道条例の一部を改正する条例について 

議案第 43 号 工事請負契約の締結について（市道日脚治和線（周布橋）

橋梁上部工事） 

議案第 44 号 新たに生じた土地の確認について（原井町 3025 番の地先の

公有水面埋立地） 

議案第 45 号 町の区域の変更について（原井町 3025 番の地先の公有水面

埋立地） 

議案第 46 号 市道路線の認定について（国府 258 号線） 

議案第 47 号 令和 6 年度浜田市一般会計補正予算（第 2 号） 

 

報告（10 件） 

報告第 4 号 専決処分の報告について（浜田市税条例の一部を改正する

条例） 

報告第 5 号 専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）既設

橋梁撤去工事（その 2）の変更契約） 

報告第 6 号 専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）新設

橋梁下部工事の変更契約） 
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報告第 7 号 専決処分の報告について（令和 5 年度浜田市一般会計補正

予算（第 11 号）） 

報告第 8 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 9 号 令和 5 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

報告第 10 号 令和 5 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて 

報告第 11 号 令和 5 年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報

告について 

報告第 12 号 放棄した市の私債権の報告について（一般会計） 

報告第 13 号 放棄した市の私債権の報告について（水道事業会計） 
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令和6年6月浜田市議会定例会議 付託先一覧（案） 

 

【市長提出議案の付託件数内訳】 

総務文教委員会 3件、福祉環境委員会  2件、産業建設委員会  3件、 

予算決算委員会 1件 

※即決…3件 

市長提出議案等（議案12件） 

議案等番号 件 名 付託先等 

議案第36号 
浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例について 
福祉環境委員会 

議案第37号 
浜田市まちづくりセンター条例の一部を改正す

る条例について 

委員会付託省略 

6月24日即決 

議案第38号 
浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例について 
総務文教委員会 

議案第39号 

浜田市スポーツ推進審議会条例及び浜田市資料

館運営協議会条例の一部を改正する条例につい

て 

委員会付託省略 

6月24日即決 

議案第40号 
浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例について 
福祉環境委員会 

議案第41号 
浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例

について 
産業建設委員会 

議案第42号 
浜田市公共下水道条例の一部を改正する条例に

ついて 

委員会付託省略 

6月24日即決 

議案第43号 
工事請負契約の締結について（市道日脚治和線

（周布橋）橋梁上部工事） 
産業建設委員会 

議案第44号 
新たに生じた土地の確認について（原井町3025

番の地先の公有水面埋立地） 
総務文教委員会 

議案第45号 
町の区域の変更について（原井町3025番の地先

の公有水面埋立地） 
〃 

議案第46号 市道路線の認定について（国府258号線） 産業建設委員会 

議案第47号 令和6年度浜田市一般会計補正予算（第2号） 予算決算委員会 

 

請願（3件） 

議案等番号 件 名 付託先等 

請願第 1 0号 
治和町3-1町内住民利用の主要道路の整備促進に関

する請願について 
産業建設委員会 

請願第 1 1号 学校給食の自然塩 (天然塩) 使用の請願について 総務文教委員会 

請願第 1 2号 
訪問介護の基本報酬引き下げ撤回等と、介護報酬

引き上げの再改定を早急に行うことを求める意見

書の提出について 

福祉環境委員会 

  ※請願第8号「郷土資料館の建設場所検討に関する請願について」は、継続審査 

（付託先 ： 総務文教委員会） 
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意見書（1件） 

発議等番号 件 名 

発 議 第 4 号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

 

市長報告事件（10件） 

報告等番号 件 名 

報告第4号 専決処分の報告について（浜田市税条例の一部を改正する条例） 

報告第5号 
専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）既設橋梁撤

去工事（その2）の変更契約） 

報告第6号 
専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）新設橋梁下

部工事の変更契約） 

報告第7号 
専決処分の報告について（令和5年度浜田市一般会計補正予算

（第11号）） 

報告第8号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第9号 令和5年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

報告第10号 令和5年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

報告第11号 
令和5年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて 

報告第12号 放棄した市の私債権の報告について（一般会計） 

報告第13号 放棄した市の私債権の報告について（水道事業会計） 

 

議会報告事件（4件）  定例会議初日（6月17日報告予定） 

意見書処理報告書 

（令和6年3月浜田市議会定例会議議決分） 

発議第2号 

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について 

議員派遣報告書 

（4/26）令和6年石見四市議会議長会（春季） 

（5/11～5/29）地域井戸端会～皆さんの声を伺います～ 

（6/11）令和6年度第1回浜田市議会議員研修会 

 



令和 6年 6月浜田市議会定例会議 

請 願 文 書 表 
 

受理

番号 
件   名 請 願 者 紹介議員 

受理 

年月日 

10 

治和町 3-1 町内住民利用

の主要道路の整備促進に

関する請願について 

治和町 3-1町内会 

浜田市治和町 

会長 牛尾 修二 

関係道路利用住民代表 有田 

憲二 

芦谷 英夫 

肥後 孝俊 
R6.5.22 

付託委員会 審査経過（委員会） 審議結果（本会議） 
結果 

年月日 

産業建設委員会    

【請願の趣旨】 

1  願意 

  幹線道路「県道美川周布線」から治和川沿いに谷あいに入っていく市道周布 55号線、通称「堤

ヶ浴道路」（以下本道路と表現)の入り口からの約 83メートルの区間に対して、拡張整備と適切な

歩道の設置を早急に行うことを求める。 

  本道路は、この住宅地域へ出入りする一本のみの道路[道幅 4m以内の「二項道路」(みなし道路) 

であり、大変狭いうえに歩道もない。そのため、歩行者や自転車・自動車等の通行が常時危険に

さらされている状態である。早急に改善整備をお願いしたい。 

 

2 理由 

a.本道路は、谷あいのこの住宅地より幹線道路につながる唯一の道路であり、住宅の増加(現在 44

軒)と宅地の造成で交通量が急増している。（地域外にある会社の駐車場所もあり。） 

  

b.幅員(特に幹線道路からの侵入口より 83メートルの距離区間）が大変狭いため、危険性が極め

て高い。軽自動車同士さえすれ違うことができない道幅であり、待機場所さえもなく、歩行者す

ら立ち止まって自動車をやりすごさなければならない。※幅員 320cm～360cm。現在は本道路と並

行して流れる治和川の上流に砂防ダム建設工事を行っており、その関係車両についてのみ、農地

に専用の仮設道路を設置し対応している。 

 

c.住宅急増のため、未就学児、小学生、中学生、自動車免許証を所持していない大人（高齢者・

免許返納者等を含む）も増加している。 

 

d.住宅急増のため、自家用自動車の増加、工事車両の増加、高齢者ドライバー、介護やデイサー

ビス送迎の車、農作業関係車両など、様々な車両の通行が急増している。県道から本道路に入っ

てくる車（特に営業・介護関係、タクシーなど）は、減速・確認せずに進入してくることが多く、

中途で気づき、どちらかがバックしていく場面が多く見られる。 

 

e.幹線道路からの入り口（三角地帯）に、ごみステーションが設置してあり、朝の通学通勤時に

は、本道路に出入りする車やごみ捨てのための人、ごみ捨てで停車する車、通学通勤の歩行者で 
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混雑し、大変危険な状況である。 

 

f.これらの道路状況の中で、多くの事故やトラブル、ケガや車の損傷等が起きている。 

 

g.幹線道路「県道美川周布線」からの侵入箇所周辺や、工事車専用道路と本道路との合流場所の

環境の整備も適切にできておらず、大変危険である。 

 

h.現在設置している、砂防ダム関係車両専用道路設置期間内での工事着工が必須である。なぜな

ら、もし本道路の改良工事期間中に一定期間、または時間帯を決めて本道路の通行止めを行うこ

とになると、緊急時における緊急車両の出入り、それに関連する車両の通行ができなくなってし

まう。（先日の脱輪事故の時には、復旧までに仮設道路を開放してもらった。） 

幹線道路へ出入りをする道が本道路しかないこの地域にとっては、生命に関する重大な問題と

なる。（現実として緊急車両の出入りは月に 3～4回程度あり。） 

 

以上のことから、本請願の提出に至る。 

  

※【参考資料】 

 (1) 地図 1 

 (2) 地図 2 

 (3) 道路写真 1 

 (4) 道路写真 2 

 (5) 道路写真 3 
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令和 6年 6月浜田市議会定例会議 

請 願 文 書 表 
 

受理

番号 
件   名 請 願 者 紹介議員 

受理 

年月日 

11 
学校給食の自然塩 (天然

塩) 使用の請願について 

コドモミライいわみ浜田 

浜田市長浜町 

代表 宮田 麗子 

大谷 学 

布施 賢司 

村武 まゆみ 

R6.5.30 

付託委員会 審査経過（委員会） 審議結果（本会議） 
結果 

年月日 

総務文教委員会    

【請願の趣旨】 

1 願意 

学校給食の調理すべてに精製塩ではなく自然塩 (天然塩)を使用してほしい 

2 理由 

生物が生きていく上ではミネラルが重要であり特に成長期の子どもたちにとっては大切な栄養

素です。自然塩（天然塩）にはカリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラルが多く含ま

れているのに対して精製塩は 99.5%以上が塩化ナトリウムでできており、不純物を取除く工程によ

りミネラルはほとんど失われてしまいます。体のしくみにおいて、神経伝達にはミネラルが必須

であり、ミネラル摂取の効果として、集中力アップや運動パフォーマンスの向上そして体の成長

を助ける役割があると言われています。自然塩(天然塩)を用いた献立で調理して頂きたいからで

す。 

 

参考文献  

「発酵遺産」    三好基晴 (医学博士) 

          河名秀郎 (自然栽培全国普及会会長) 

「自然療法」    東城百合子 (自然療法研究家) 

「医者いらずの食」 内海聡 (医師) 
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令和 6年 6月浜田市議会定例会議 

請 願 文 書 表 
 

受理

番号 
件   名 請 願 者 紹介議員 

受理 

年月日 

12 

訪問介護の基本報酬引き

下げ撤回等と、介護報酬

引き上げの再改定を早急

に行うことを求める意見

書の提出について 

島根県自治体労働組合総連合 

松江市母衣町 

執行委員長 塩冶 隆彦 

しまね介護福祉ユニオン BONDS 

松江市母衣町 

執行委員長 石田 忍 

牛尾 昭 

上野 茂 

小川 稔宏 

R6.6.3 

付託委員会 審査経過（委員会） 審議結果（本会議） 
結果 

年月日 

福祉環境委員会    

【請願の趣旨】 

1 願意 

今年度に実施された訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、移動時間(あるいは距離)に応じた

引き上げを行うとともに、国庫負担割合の引き上げを財源とした介護報酬引き上げの再改定を早

急に行うことを求める意見書を提出すること。 

2 理由 

「訪問介護事業所がなくなれば住み慣れた家で暮らしていけない」、「親を介護施設に入れざる

を得ない」。3年に 1度の介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬が 4月から引き下げられたこと

に怒り不安の声が広がっています。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方をは

じめ要介護者や家族の在宅での生活を支えるうえで欠かせないサービスです。このままでは在宅

介護が続けられず「介護崩壊」を招きかねません。 

厚生労働省は引き下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サービスより高いことをあ

げていますが、これはヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市部の大手事

業所が利益率の「平均値」を引き上げているものであり、実態からかけ離れています。中山間地

域においてはサービス対象者が点在して移動時間がかかることから利益率は極めて低い、あるい

はマイナスとなっているのが実態です。また、政府は訪問介護の基本報酬を引き下げても、介護

職員の処遇改善加算でカバーできるとしていますが、すでに加算を受けている事業所は基本報酬

引き下げで減収となり、その他の加算も算定要件が厳しいものが多く、基本報酬引き下げ分をカ

バーできない事業所が出ると予想されます。 

実際に、私たち、しまね自治労連が、今年 3月に実施した県内全ての訪問介護事業所への緊急

アンケートでは、回答のあった事業所の 73%が赤字経営であり、そのうちの 87%が、基本報酬引き

下げで赤字が拡大するとしています (回答数 83事業所/217事業所)。中には、「事業所の閉鎖は時

間の問題」との悲痛な声も寄せられています。 

また、訪問介護は特に人手不足が深刻です。長年にわたり訪問介護の基本報酬が引き下げられ

た結果、ヘルパーの給与は常勤でも全産業平均を月額約 6万円も下回ります。ヘルパーの有効求

人倍率は 22年度で 15.5倍と異常な高水準です。今回の介護報酬改定では介護職員の処遇改善の

ため報酬を 0.98%引き上げるとしています。しかし財源の根拠が不明確でベースアップが確実に実 
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行される根拠はなく、そもそも他産業に比べて極めて低い給与の改善には、ほど遠い水準です。

国庫負担割合の引き上げによる財源確保で介護報酬を引き上げ、介護人材の確保を図るべきです。   

以上の理由から、上記の請願の趣旨のとおり、地方自治法第 99条にもとづき、内閣総理大臣、

厚生労働大臣、財務大臣に対する意見書の提出を決議していただくよう請願いたします。 
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発議第4号 

 

地方財政の充実・強化に関する意見書について 

 

 地方財政の充実・強化を求める意見書を次のとおり、浜田市議会会議規則

第13条第1項の規定により提出する。 

 

  令和6年6月17日 提出 

 

提出者 議員   小 川 稔 宏 

賛成者 議員   永 見 利 久 

                   議員   川 上 幾 雄 

議員   岡 本 正 友 

議員   佐々木 豊 治 

議員   牛 尾   昭 
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地方財政の充実・強化に関する意見書 

 

いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう社会保障制度の

整備、子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、感染症

対策、ＤＸ化、脱炭素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたり新たな役

割が求められています。加えて、急激に進められている自治体システムの標

準化や多発化する大規模災害への対応も迫られる中、地域公共サービスを担

う人員は圧倒的に不足しており、職場における疲弊感は日々深刻化していま

す。 

政府はこれまで「骨太方針 2021」に基づき、2021 年度の地方一般財源水

準を 2024 年度まで確保することとしてきました。しかし、増大する行政需

要また不足する人員体制に鑑みれば、今後はより積極的な財源確保が求めら

れます。 

このため、2025 年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地

方一般財源水準の確保から一歩踏みだし、日本全体として求められている賃

上げ基調に相応する人件費の確保まで含めた地方財政を実現するよう、以下

の事項を求めます。 

記 

 

1. 社会保障の充実、地域活性化、ＤＸ化、脱炭素化、物価高騰対策、防災・

減災、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確

に把握するとともに、それを支える人件費を重視しつつ、現行の水準にとど

まらない、より積極的な地方財源の確保・充実をはかること。 

 

2. とりわけ、子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援

など、より高まりつつある社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫し

ていることから、引き続き、地方単独事業分も含めた、十分な社会保障経費

の拡充をはかること。とくに、これらの分野を支える人材確保にむけた自治

体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。 

 

3. 地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、

より自律的な地方財政の確立に取り組むこと。また、地域間の財源偏在性の

是正にむけては、所得税や偏在性がより小さい消費税を対象に国税から地方

税への税源移譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと。 
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4. 政府が減税政策を行う場合、地方財政に影響が出ないよう、その財源は

必ず保障すること。その際は、「国と地方の協議の場」を活用するなどし、特

段の配慮を行うこと。 

 

5. 「地方創生推進費」として確保されている１兆円については、現行の財

政需要において不可欠な規模となっていることから、恒久的財源としてより

明確に位置付けること。また、その一部において導入されている行革努力や

取組の成果に応じた算定方法は、標準的な行政水準を保障するという地方交

付税制度の趣旨に反することから、今後採用しないこと。 

 

6. 会計年度任用職員においては 2024 年度から勤勉手当の支給が可能とな

ったものの、今後も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められることから、

引き続き、その財政需要を十分に満たすこと。 

 

7. 自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、その移行に係る経費

と、移行の影響を受けるシステムの改修経費まで含め、デジタル基盤改革支

援補助金を拡充するなど、引き続き必要な財源を保障すること。また、戸籍

等への記載事項における「氏名の振り仮名」の追加など、DX 化にともない地

方においてシステム改修や事務負担の増大が想定される際は、十分な財政支

援を行うこと。 

 

8. 地域の活性化にむけて、その存在意義が改めて重視されている地域公共

交通について、公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、こども・子

育て政策と同様、普通交付税の個別算定項目に位置付け、一層の施策充実を

はかること。 

 

9. 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充する

など、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

令和6年6月17日 

浜 田 市 議 会 
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令和 6 年 6 月浜田市議会定例会議の会議予定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

1 個人一般質問における議員の持ち時間について 

30 分を担保 

2 質問席及び演壇のマイクの拭き掃除について 

拭き掃除なし 



資料 2 

令和 6年 6月浜田市議会定例会議 陳情付託先案について 

1 / 1 

（陳情受付件数 9 件） 

○総務文教委員会 3 件、福祉環境委員会 1 件、産業建設委員会 3 件、 

議会運営委員会 1 件  計 8 件 

○委員会へ付託せず、議員配付とする陳情（陳情書取扱基準該当） 1 件 

 
陳情 
番号 

件名 付託先案 

143 
浜田市の建設工事発注の工事内容取り扱いの陳情

について 
総務文教委員会 

144 

浜田市陸上競技場の出入り口(スロープ)を車いす

でも容易に出入りできるように改修するととも

に、障がい者用トイレの改修を早急に対応願う陳

情について 

総務文教委員会 

145 
美川小学校建て替えに伴う浜田市道改良の陳情に

ついて 
産業建設委員会 

146 地籍調査の迅速な実施に関する陳情について 産業建設委員会 

147 
二元代表制に基づく議会のスタンスに関する陳情に

ついて 
議会運営委員会 

148 職員の謝罪に関する陳情について 議員配付（11） 

149 
市税の滞納者が市のサービスを受けることができな

いことに関する陳情について 
福祉環境委員会 

150 商業支援事業補助金に関する陳情について 産業建設委員会 

151 
石見神楽伝承について課題の整理と目指すゴール

の設定・公表について検討を求める陳情について 
総務文教委員会 

 

※陳情第 133 号「メールで済むことは足並みをそろえて合理化をという陳情

について」は、継続審査（付託委員会 : 議会運営委員会） 



浜田市議会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告

示 

 

浜田市議会個人情報の保護に関する条例施行規程（令和 5 年浜田市議会告

示第 1 号）の一部を次のように改正する。 

第 3 条第 1 号エ中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

第 4 条第 3 号中「保有個人情報」を「議会に対する行為による保有個人情

報（議会の事務局の職員が取得し、又は取得しようとしている個人情報であ

って、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。）」

に改める。 

第 5 条第 2 号中「保有個人情報」の次に「（前項第 3 号に定める事態につい

ては、同号に規定する個人情報を含む。）」を加える。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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新規・改正規程概要説明資料 

 

担当課名称  議会事務局 

1 区 分 新規 ・ 改正 ・ 廃止 規則 ・ 告示  ・ 訓令 

2 題 名 
浜田市議会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を

改正する告示 

3 目的・理由 
令和 5 年 12 月の個人情報保護に関する法律施行規則の一

部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

4 概 要 

1  所管する大臣の名称の変更（第 3 条関係） 

（改正前）厚生労働大臣 

（改正後）主務大臣 

2  保有個人情報として取り扱う個人情報に、今後保有個

人情報として取り扱うことが予定されているものも含む

旨を追記（第 4 条及び第 5 条関係） 

3  その他規程の整理 

5 施行期日等 公布の日 
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浜田市議会個人情報の保護に関する条例施行規程（令和5年浜田市議会告示第1号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（要配慮個人情報） （要配慮個人情報） 

第3条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次の各号に掲げる事

項のいずれかを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該

当するものを除く。）とする。 

第3条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次の各号に掲げる事

項のいずれかを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該

当するものを除く。）とする。 

(1) 次に掲げる身体上の障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障がいがあること。 

(1) 次に掲げる身体上の障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障がいがあること。 

ア～ウ 〔略〕 ア～ウ 〔略〕 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第4条第1項の政令で定めるものによる

障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第4条第1項の政令で定めるものによる

障害の程度が同項の主務大臣＿＿が定める程度であるもの 

(2)～(5) 〔略〕 (2)～(5) 〔略〕 

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの） （個人の権利利益を害するおそれが大きいもの） 

第4条 条例第11条に規定する個人の権利利益を害するおそれが大きい

ものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

第4条 条例第11条に規定する個人の権利利益を害するおそれが大きい

ものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

(1)・(2) 〔略〕 (1)・(2) 〔略〕 

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿保有個人情報＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の漏えい等が発生し、又

は発生したおそれがある事態 

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある議会に対する行為

による保有個人情報（議会の事務局の職員が取得し、又は取得し

ようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱わ

れることが予定されているものを含む。）の漏えい等が発生し、

又は発生したおそれがある事態 

(4) 〔略〕 (4) 〔略〕 

（本人に対する通知） （本人に対する通知） 

第5条 議長は、条例第11条本文の規定による通知をする場合には、前 第5条 議長は、条例第11条本文の規定による通知をする場合には、前
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現行 改正後（案） 

項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やか

に、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次

に定める事項を通知しなければならない。 

項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やか

に、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次

に定める事項を通知しなければならない。 

(1) 〔略〕 (1) 〔略〕 

(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿_の項目 

(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報

（前項第3号に定める事態については、同号に規定する個人情報

を含む。）の項目 

(3)～(5) 〔略〕 (3)～(5) 〔略〕 

 



浜田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

浜田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成17年浜田市規則

第3号）の一部を次のように改正する。 

第4条中「4月から9月まで」を「次に掲げる期間」に改め、同条に次の各

号を加える。 

(1) 4月から6月まで 

(2) 7月から9月まで 

(3) 10月から12月まで 

第5条第2項第2号中「 10月20日及び翌年度の4月20日（当該交付を受ける

額が第3条の規定による交付の決定（以下「交付決定」という。）を受けた

額と同額である場合は、10月20日に限る。）」を「次に掲げる期間の区分に

応じ、それぞれに定める日」に改め、同号に次のように加える。 

ア 前条第1号に掲げる期間 7月20日及び翌年度の4月20日 

イ 前条第2号に掲げる期間 10月20日及び翌年度の4月20日 

ウ 前条第3号に掲げる期間 1月20日及び翌年度の4月20日 

第5条第3項中「前項」を「第2号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第

2項の次に次の1項を加える。 

3 前項第2号の場合において、当該交付を受ける額と既に交付を受けた政務

活動費の額（以下「交付済額」という。）の合計が第3条の規定による交

付の決定（以下「交付決定」という。）を受けた額と同額となった場合は、

前条第2号に定める日のうち、翌年度の4月20日における提出を求めないも

のとする。 

第7条中「支出額」の次に「と交付額の合計」を加える。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

資料４ 素 案 



新規・改正規程概要説明資料 

 

担当課名称  議会事務局      

1 区 分 新規 ・ 改正 ・ 廃止 規則 ・ 告示 ・ 訓令 

2 題 名 
浜田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

3 目的・理由 

令和 6 年 4 月からの政務活動費の交付額の変更に伴い、議員

活動のより一層の活性化と充実を図るために交付の時期につ

いて所要の改正を行うものです。 

4 概 要 

1 政務活動費の交付の時期の変更（第 4 条関係） 

  条例第 4 条ただし書の規則で定める政務活動の期間 

  （改正前）4 月から 9 月  

（改正後）（1）4 月から 6 月 

（2）7 月から 9 月 

（3）10 月から 12 月 

2  収支報告の提出期限の変更（第 5 条関係） 

  （改正前）10 月 20 日及び翌年度の 4 月 20 日  

（改正後） 

前条（1）の場合 7 月 20 日及び翌年度の 4 月 20 日 

前条（2）の場合 10 月 20 日及び翌年度の 4 月 20 日  

前条（3）の場合 1 月 20 日及び翌年度の 4 月 20 日 

3  その他規程の整理 

5 施行期日等 公布の日 
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浜田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成17年浜田市規則第3号）新旧対照表  （下線部分が改正箇所） 

現行 改正後（案） 

（交付の時期） （交付の時期） 

第4条 条例第4条ただし書の規則で定める政務活動の期間は、4月か

ら9月までとする。 

第4条 条例第4条ただし書の規則で定める政務活動の期間は、次に掲

げる期間とする。 

〔新設〕 (1) 4月から6月まで 

〔新設〕 (2) 7月から9月まで 

〔新設〕 (3) 10月から12月まで 

（収支報告） （収支報告） 

第5条 〔略〕 第5条 〔略〕 

2  条例第6条の規則で定める日は、次の各号に掲げる政務活動費の

交付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

2  条例第6条の規則で定める日は、次の各号に掲げる政務活動費の

交付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) 〔略〕 (1) 〔略〕 

(2) 条例第4条ただし書の規定により交付を受ける場合 10月20日

及び翌年度の4月20日（当該交付を受ける額が第3条の規定による

交付の決定（以下「交付決定」という。）を受けた額と同額であ

る場合は、10月20日に限る。） 

(2) 条例第4条ただし書の規定により交付を受ける場合次に掲げる

期間の区分に応じ、それぞれに定める日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〔新設〕 ア 前条第1号に掲げる期間 7月20日及び翌年度の4月20日 

〔新設〕 イ 前条第2号に掲げる期間 10月20日及び翌年度の4月20日 

〔新設〕 ウ 前条第3号に掲げる期間 1月20日及び翌年度の4月20日 

(3)・(4) 〔略〕 (3)・(4) 〔略〕 

〔新設〕 3 前項第2号の場合において、当該交付を受ける額と既に交付を受け

た政務活動費の額（以下「交付済額」という。）の合計が第3条の

規定による交付の決定（以下「交付決定」という。）を受けた額と

同額となった場合は、前条第2号に定める日のうち、翌年度の4月20

日における提出を求めないものとする。 

3  前項_の規定にかかわらず、議長は、政務活動費の交付を受ける 4  第2号の規定にかかわらず、議長は、政務活動費の交付を受ける
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現行 改正後（案） 

議員が疾病、天災等の事由により同項各号に定める日までに収支報

告書を提出することができない状況にあると認めるときは、市長と

協議の上、これを変更することができる。 

議員が疾病、天災等の事由により同項各号に定める日までに収支報

告書を提出することができない状況にあると認めるときは、市長と

協議の上、これを変更することができる。 

（交付確定） （交付確定） 

第7条 市長は、条例第6条に規定する収支報告書の提出があったとき

（当該収支報告書が条例第4条ただし書の規定により交付を受ける場

合に係るものであって、当該収支報告書に記載されている支出額＿

＿＿＿＿＿＿が交付決定を受けた額未満であるときを除く。）は、

交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費確定通知書（様式

第5号）により、当該収支報告書を提出した議員に対し通知するもの

とする。 

第7条 市長は、条例第6条に規定する収支報告書の提出があったとき

（当該収支報告書が条例第4条ただし書の規定により交付を受ける場

合に係るものであって、当該収支報告書に記載されている支出額と

交付額の合計が交付決定を受けた額未満であるときを除く。）は、

交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費確定通知書（様式

第5号）により、当該収支報告書を提出した議員に対し通知するもの

とする。 
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◆ 広 報 費 に つ い て  

 

 

 

1 市 政 報 告 紙 の 違 法 認 定 の 基 準  

 ⑴「 市 政 報 告 に つ い て 政 務 活 動 費 の 支 出 が 認 め ら れ る の は 、そ れ が

会 派 の 調 査 研 究 活 動 及 び 議 会 活 動 並 び に 市 の 政 策 に つ い て 住 民 に

報 告 す る た め で あ り 、当 該 議 員 個 人 の PR に つ い て 支 出 に つ な が る

と 認 め ら れ る 見 出 し 、 写 真 及 び 文 章 の 有 無 や そ れ が 当 該 市 政 報 告

紙 に 占 め る 割 合 や 体 裁 等 を 総 合 考 慮 し て 、 主 と し て 議 員 個 人 の PR

を 目 的 と す る 場 合 に は 、 使 途 基 準 に 適 合 せ ず 違 法 と い う べ き 」  

（ 岡 山 市 H23 年 度 ・ 高 裁 判 決 ）  

 

2 市 政 報 告 紙 と し て 適 し て い る も の  

 ⑴ 議 会 報 告 （ 個 人 質 問 や 代 表 質 問 +市 の 答 弁 ）  

 ⑵ 調 査 研 究 報 告  

 ⑶ 市 の 政 策 等 に 関 す る 報 告  

 ⑷ 市 の か か え る 課 題 に 対 す る 提 言  

  

3 市 政 報 告 紙 の 内 容 と し て 適 し て い る と は 言 え な い も の  

 ⑴ 顔 写 真  

 ⑵ 大 き な 名 前  

 ⑶ プ ロ フ ィ ー ル  

 ⑷ 選 挙 公 約 （ 又 は 抽 象 的 な 政 策 提 言 ）  

 ⑸ 選 挙 直 前 に お け る こ れ ま で の 議 員 活 動 の ま と め （ 特 に 直 前 4 年

間 ）  

 ⑹ 後 援 会 活 動  

 ⑺ コ ー ヒ ー ブ レ イ ク 的 な も の  

 上 記 ⑴ ～ ⑺ の 合 計 を 全 体 の 1/3～ 1/4 程 度 に 抑 え る こ と が 、 一 つ の

目 安 （ 講 師 の 私 見 ）  

 

令和 2 年 10 月 23 日 

議 員 定 数 等 議 会 改 革 推 進 特 別 委 員 会 資 料 

資 料 5 - 2  

１ .引 用  令 和 2 年 1 月 30 日 開 催 の全 国 市 議 会 議 長 会 事 務 局 職 員 研 修 会  

       講 師  弁 護 士  佐 々木 基 彰 氏  

       「判 例 から見 る政 務 活 動 費 の適 正 支 出 について」から（抜 粋 して要 約 ）  



4 広 報 誌 関 係 （ そ の 他 ）  

⑴ 封 筒 印 刷 代 や ラ ベ ル 購 入 費 等 に つ い て 、「 汎 用 性 が 高 い 」 と し て

封 筒 印 刷 時 期 と 市 政 報 告 印 刷 時 期 が 約 3 か 月 以 上 離 れ て い る も の

は 、 使 途 基 準 に 合 致 し な い と さ れ た 例 も あ る 。  

（ 対 策 ）  

⑵ そ も そ も 、政 務 活 動 費 は 補 助 金 的 性 質 の も の で あ る た め 、印 刷 さ

れ た 封 筒 の 使 途 に つ い て は 、 概 算 で も 構 わ な い の で 明 ら か に す る

必 要 が あ る 。  

 

5 ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 ・ 管 理 費 関 係  

⑴ ホ ー ム ペ ー ジ 上 の 掲 載 情 報 量 は 、市 政 報 告 紙 な ど の 紙 媒 体 と は 比

較 に な ら な い 規 模 で 、ま た 、特 定 の 市 民 だ け で な く 、市 民 全 体 に 知

ら し め る こ と が で き る も の で あ り 、 市 政 報 告 紙 の 郵 送 や ポ ス ト 投

函 等 の 費 用 と 比 較 し て も 明 ら か に 安 価 に 広 報 す る こ と が 可 能 で あ

り 、近 年 は か か る 費 用 の 政 務 活 動 費 で の 支 出 も 問 題 と な っ て い る 。 

⑵ 裁 判 所 の 判 断 基 準 は 基 本 的 に 市 政 報 告 紙 の 場 合 と 大 き く 異 な ら

な い 。「 市 議 会 に お け る 質 疑 応 答 部 分 の 記 載 は あ る も の の 、写 真 付

き プ ロ フ ィ ー ル や 挨 拶 文 、 政 治 理 念 及 び 政 策 、 ブ ロ グ 等 へ の リ ン

ク も 相 当 部 分 を 占 め て お り 、こ れ ら は 議 員 個 人 の PR を 目 的 と し て

い る こ と か ら 、市 政 報 告 部 分 と 議 員 個 人 の PR 部 分 が 混 在 し て お り 、

具 体 的 比 率 が 判 明 し な い の で 50％ 按 分 し た 限 度 で 支 出 を 認 め る 。」 

 

 

 

 

 

 

      



























◆政務活動費（広報費）の取り扱いについて（～島根県市議会議長会事務局職員研修会での課題を踏まえ～） ※R020310特別委員会の資料を改良

自治体名 浜田市 松江市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市

交付対象 議員
議員及び会派 会派 議員 議員 会派 議員 議員

交付額 議員＝10万円
議員＝25,000円×12月＝30万円
会派へ15,000円×12月＝18万円

会派に所属する議員１人あたり年額
45万円（所属していない議員も１人
会派とみなして支給）

年額12万円 年額12万円 月額2万円×12月＝24万円 年額12万円 月額1万5千円×12月＝18万円

支払方法 4月に交付決定、後払い
年度終了後に後払い（年度終了前
に交付を求めるときは4月から9月ま
での政務活動の期間が終了した後

4月に1/2交付、10月に1/2交付、年
度末に精算

4月に1/2交付、10月に1/2交付、年
度末に精算

5月に一括交付、年度末に精算 概算払い（会派が必要と認めた場合
にその都度概算で交付申請）

4月に一括交付、年度末に精算 4月に1/2交付、10月に1/2交付、年
度末に精算

広報費 × △（会派分のみ可、議員分は不可） ○（会派支給） ○ ○ × × ○

対象経費

（会派が対象）
・通信運搬費（送料に限る）
・会場費
・新聞折込料
・広報誌・報告書等印刷費
・ホームページの作成及び維持管理
に要する経費
・人件費

（会派が対象）
・広報紙・報告書等印刷費
・会場費
・茶菓子代
・文書通信費
・交通費等

議員が行う活動、市政について住民
に報告するために要する経費（広報
紙印刷費）

議員が行う活動、市政について住民
に報告するために要する経費（広報
紙・報告書等印刷費、文書通信費、
交通費、会場費等）

議員が行う活動、市政について住民
に報告するために要する経費
（広報紙、報告書印刷費、送料、会
場費等）

運用基準等

会派が行う調査研究活動及び議会
活動並びに市政について住民に報
告し、広報するために要する経費

＊議員が対象の政務活動費では広
報費は除外。（認めているのは、研
究研修費、調査旅費、資料購入費、
資料作成費）

　会派が行う活動及び市政について
住民に報告するために要する経費

広報紙の内容について
※内容が、議会報告のみでは政務
活動と判断し難いため、議会報告に
併せ、調査報告、市政に対する政務
活動報告が入っていること。
後援会作成のものは該当しない。
（紙面上に一部分でも政務活動以外
の内容が掲載されているものは認め
ない）

送料は郵送料、宅配料、新聞折込
広告料を含む。
後援会活動のみのものは不適当。
掲載内容により経費按分することが
適当。
郵送料、宅配料、新聞折込広告料
等も同様。

（１）充当方針
議員自らが発行する広報紙に係る
経費に限る。
（２）充当できる経費
①広報紙
後援会等と共同で発行する場合は、
紙面の割合で按分する。
収支報告書に、当該広報紙を添付
する。
なお、広報紙には、公職選挙法等の
禁止規定に抵触しないよう注意をす
る。

島根県市議会
議長会事務局
職員研修会に
おける各市議
会のコメント

広報費は対象としていない。

旧浜田市でのみ広報費を認めて
いたが、平成18年4月から適切な
ものと不適切なものとの明確な判
断がしにくいため支給対象外とし
た経緯あり。

広報費については、政務活動と議
員や会派のPRを目的とする政務
活動以外の活動が併存する可能
性が高く、全国的に不適切な使用
により問題となっているケースも
多く、公平性、透明性を維持する
ため対象外としている。

【認めているのは下記のとおり】
調査研究費、研修費、広聴費、要
請・陳情活動費、資料作成費、資
料購入費

「松江市議会政務活動費取扱指針」
により、会派支給分として広報費に
対する政務活動費の充当を認めて
います。
　　支出対象経費は、会派が行う調
査研究活動及び議会活動並びに市
政について、会派として住民に報告
し、広報するために要する経費とし
ています。
【具体例】
①通信運搬費（送料に限る）
②会場費
③新聞折込料
④広報紙・報告書等印刷費
⑤ホームページの作成及び維持管
理に要する経費
⑥人件費
　ただし、広報紙・報告書等を作成す
る場合、議員個人の活動報告、宣伝
と捉えられかねないものについて
は、対象外として面積割合等の按分
率を各会派の責任において定めるこ
ととしています。

広報費は「政務活動費（広報費）の
取り扱いについて（県内）」のとおりと
しています。
　ただし、以下のようなものは、政務
活動費の対象としない運用にしてお
り、その面積がページ全体の10％を
超えた場合は、その超えた部分を面
積按分して政務活動費を適用しない
運用としています。
　・政治活動や選挙活動に関する記
事
　・年末年始などの挨拶文全般
　・慶弔や見舞に関する記事
　・議員（自ら）の写真・紹介に関する
記事。
　
　　なお、今後においては、現時点で
特段の変更の予定はありません。

政務活動費の広報費は、「議員が行
う活動、市政について住民に報告す
るために要する経費」として対象とし
ています。今のところ変更する予定
はありません。

　議会報告などの広報紙について
は、政治活動（政党活動、選挙活
動、後援会活動等）とならない場合
に限り広報費の対象としています。

広報費も対象としており、議員が行
う活動、市政について住民に報告す
るために要する経費を支出されてい
ます。（印刷費や通信費等）
　今後も引き続き対象とする見込み
です。

広報費は対象としていない。
主な使途として広報紙の発行になろ
うかと思うが、政務活動として認めら
れる範囲であるか、議員自身の宣伝
となるかの判断が難しく、裁判でも判
断が分かれるところである。明確に
基準を設けることは難しいことから、
対象からは外している。

【認めているのは下記のとおり】
研究研修費、調査旅費、資料作成
費、資料購入費、広聴費、事務費

以前は広報費を対象としていた。
しかし、広報紙の内容が、選挙・政
党活動に関するものや後援者に向
けた活動報告などが含まれている場
合があり、その都度按分率や対象外
かどうかの判断を求められ苦慮しま
した。

　多くの市議会では費用が明確に区
分できない場合、合理的な按分割合
を取り決めて充当する手法が採用さ
れているようですが、その按分率に
ついての見解が判例等においても
分かれることがあり、本市では、政
務活動費の交付に関する条例を制
定する際に協議を行い、広報費は対
象外とすることを決定した経緯があ
ります。
今後も対象に入れる予定はありませ
ん。

【認めているのは下記のとおり】
調査研究費、研修費、広聴費、要
請・陳情活動費、会議費、資料作成
費、資料購入費、その他の経費

全国市議会議
長会のコメント

●広報費については、政務活動と議員や会派のＰＲを目的とする活動など政務活動以外の活動が併存する可能性がある。

●広報費に対する政務活動費の支出については、広報活動を通じて、住民の要望、意見等を把握することにつながると考えられるため、判例等はこれを認めているが、その費用が専ら政務活動のためであることが立証されない場合は按分することとし、その割合については、多くの判例等が５
０％を基本としている。ただし、５０％以下であれば常に支出が適法とされるわけではないことに注意が必要である。

●事例によっては、これとは異なる割合を示した判例等もある。例えば、政務活動と認められる事項が記載されていても、ＰＲと思われるような要素（写真やプロフィールなど）が紙面の目立つところに掲載されていたり、多くの部分を占めている場合など、広報としての目的ではなく、会派や議員の宣
伝を目的で作成されたものと判断され、その全額が返還の対象となっている。
また、広報紙に議員の顔写真を掲載することについて、以前の判例等は、具体的な基準等に関する判断を示すことなく、これを認めていた。しかし、近年は、掲載状況等を検証した結果、宣伝活動の一つとみなし、これを按分の対象とする判例等がある。さらに、広報紙の配布自体を選挙活動の
一部が混在する行為とする判例等もある。

●議員個人の写真やプロフィール等を広報紙に掲載するのは必要最低限にとどめ、掲載する際は、掲載方法やその内容などから、広報紙に掲載することへの必要性について裁判で立証できるのか十分な検討が必要と考えられる。
具体的な判例等については、平成３１年２月に本会からお示しした『全国市議会議長会政務活動費に関するＱ＆Ａ（参考指針）』を参考にしていただければ幸いである。



資料 6 

予算決算委員会での質疑について 

 

会派での協議内容 

 

各会派からの意見 

 

 
➊ 3月補正及び当初予算審査 

9月決算審査 
➋ 6月、9月、12月補正予算審査 

【
現 

在
】 

事前通告制 

①一問一答方式(回数制限なし) 

②発言通告のあった事業番号ごとに、

委員長が、事前に通告した議員を議席

番号の若い順に指名 

事前通告なし 

①一問一答方式(回数制限なし) 

②質疑する議員は、最初に挙手し、正副委

員長が確認後、発言順（議席番号の若い

順）を発表し、委員長が順番に指名する 

③最初に挙手していなかった議員は、質疑

できない 

【
変 

更 

案
】 

事前通告制 

現在と変更なし 

事前通告なし 

①一問一答方式(回数制限なし) 

※現在と変更なし 

②他の常任委員会と同様、質疑をする議

員は挙手し、随時、委員長が指名する 

③最初に挙手していなくても、必要があ

れば、随時質疑できる 

以下は、従来と変更なし 

①審査は、会計ごとの、歳入・歳出の事業ごとに審査する 

②質疑終了後は、前の議題（事業）に戻って質疑することはできない 

会派名 見直し要否 見直し内容 

山水海 必要 
➊上記の変更案のとおり 

➋上記の変更案のとおり 

超党みらい 不要  

創風会 必要 

➊3月補正及び当初予算審査、9月決算審査について、建

前は事前通告制であるが、審議を深めるために 

「③通告が無くても、挙手により理由を説明して委員長

が認めた場合は質疑ができる」としたらどうか。 

※通告で出てきた質疑項目に限る 

➋上記の変更案のとおり 

公明クラブ 必要 

➊事前通告をしなかった人も、項目ごとの最後に質問で

きるようにする。これまで通りの方法で、すべての通告

質疑が終わってから他の議員の質疑を受け付ける。 

※通告で出てきた質疑項目に限る 

➋上記の変更案のとおり  
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オンラインで提出された請願・陳情の取扱いについて  

 

1  議会に係る手続のオンライン化について 

  地方自治法の「地方議会に係る手続のオンライン化」に係る規定が令和

6 年 4 月 1 日に施行され、住民から地方議会への請願書の提出や、地方議

会から国会への意見書の提出といった様々な手続をオンラインで行うこ

とが可能となった。 

 

2  オンライン化の経緯 

  第 33 次地方制度調査会「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会

の実現に向けた対応方策に関する答申」（令和 4 年 12 月）において、議会

に関連する手続は「多様な住民が議会に関わる機会を広げる観点や、議会

運営の合理化を図る観点から、一括して、オンラインによることを可能と

すべきである」とされたことを踏まえ、地方自治法の改正が検討されるこ

ととなった。 

なお、同答申では、デジタル技術について、「議会運営の合理化や利便

性の向上のために導入するにとどまらず、多様な人材の議会への参画や住

民に開かれた議会の実現に資するよう積極的に活用されることが期待さ

れる」としている。 

 

3  オンライン化の対象となる主な手続（住民が議会へ提出するもの） 

 ⑴ 手続の種類 

ア 請願  

   ・国民に認められた憲法上の権利であり、国はオンライン化が可能と

なる代表的な手続として例示 

・地方自治法の規定により、地方議会に対する請願には議員の紹介が

必要とされており、具体的な手続は市議会会議規則に規定 

  イ 陳情  

・議員の紹介が必要ないことが請願と異なるが、請願と併せてオンラ

イン化を検討すべきもの 

・浜田市議会における提出や処理方法は市議会申し合わせ事項に規定 

 ⑵ オンラインによる提出方法（現時点で想定されるもの） 

ア 電子メール 

イ 電子申請システム（しまね電子申請サービス、マイナポータル） 
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4  浜田市議会における協議経過 

  令和 6 年 4 月 19 日の議会運営委員会において、住民が議会に関わる機

会を広げ、議会運営の合理化を図る観点から、浜田市議会として手続のオ

ンライン化を進めることを決定した。 

 

5  各議会におけるルールの作成 

⑴ 各議会が実際にオンラインによる方法を採用する場合には、会議規則

と委員会条例を改正するとともに、具体的な方法を定める規程を新たに

制定する必要がある。 

 ⑵ 本人確認、議会への提出等の具体的な方法は、各議会において個別に

定める必要がある。（電子署名と電子証明書の添付が原則だが、議長が

指定する方法により本人確認をするための措置を講ずる場合には、これ

らを求めないことができる。） 

 

6  ルール作成に当たっての考え方（参考：都道府県議会デジタル化専門委

員会資料） 

⑴ オンライン化の検討は、事務フローの見直しと併せて行うべきである。 

⑵ オンライン化は、住民と議会間の手続における利便性の向上等を進め

ることにより、住民からの負託に一層応えていくために行われるべきで

あり、オンライン化によって却って手続が面倒になってはならない。 

⑶ 利便性・効率性、公開性・透明性、秘匿性、真正性等の確保をバラン

スよく組み合わせることが重要である。 

⑷ 本人確認については、従前の紙による手続や運用で、どの程度厳格な

レベルで行っていたかをベースとして議論することが考えられる。 

 

7  請願・陳情のオンライン提出に係る課題 

 ⑴ 請願・陳情共通  

  ア 必須要件である請願者・陳情者、紹介議員の「署名又は記名押印」

をどうするか。 

   →会議規則を改正すれば記名のみとすることが可能 

  イ いつの時点で提出されたとみなすか。 

   →地方自治法を参考に、議会の受信日時としてはどうか。 

ウ ホームページでの氏名等の公表の意思をどのように確認するか。  

   →承諾書類を添付してもらってはどうか。 
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エ 請願者・陳情者の本人確認をどのように行うか。 

→様々な本人確認の方法があり、厳格さに段階がある。6⑷のとおり、

それまでどの程度厳格に行っていたかを基準に検討してはどうか。 
 

【現在の運用】 

①対面による提出 ： 身分証明書の提示は求めていないが、面識

による本人確認をしている。 

②郵送による提出 ： 本人確認はしていない（審査せず配付のみ） 

 

 ⑵ 請願  

  ア 紹介議員であることの確認について 

   →対面提出の場合と同様に、議会事務局が当該議員に確認する。 

  イ 請願者と紹介議員のどちらから議会に提出してもらうか。 

   →対面提出の場合と同様に、どちらからでも良い。 

  ウ 審査・審議について 

   →オンライン提出を可とするのであれば審査・審議する。 

エ 郵送で提出された請願をどのように扱うか。 

→現在は請願の郵送提出は想定していない。（紹介議員が提出するこ

とができるため） 
  

⑶ 陳情  

  ア 処理方法をどのようにするか。 

→議会運営委員会で協議中だが、多様な住民が議会に関わる機会を広

げる観点、住民の利便性向上の観点からの議論が必要 

  イ 意見書の提出を求める陳情はどうするか。 

→郵送の場合と同様に、受付のみで議長預かりとするか。 

ウ 郵送で提出された陳情をどのように扱うか。（現在は審査せず配付） 

→オンライン提出と郵送提出を同列に扱うことについては全会派の 

意見が一致しているが、処理方法は議会運営委員会で協議中 
 

【現在の運用】 ※浜田市議会申し合わせ事項（陳情） 

7 意見書提出を求める陳情は受理しないこととし、請願による

提出を依頼する。郵送等で意見書提出を求める陳情を提出の

場合は、受付のみとし、議長預かりとする。 

8 郵送による陳情書、要望書等は、関係委員会にその写しを配付

する取扱いとする。（ただし、上記 7 のとおり意見書提出を求

める陳情は議長預かりとする） 
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令和 7年度議員改選に向けた議員定数に係る協議について 

 

各会派からの意見 

会派名 協議の要否 
協議する 

委員会 
備考 

山水海 必要 議会運営委員会  

超党みらい 不要   

創風会 必要 議会運営委員会  

公明クラブ 必要 議会運営委員会 
会派としては現時点で見直しが必要と

は考えていない。 

 


